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令 和 7年 S 月 26 日

関 係 住 民 各 位

恵 庭 土 地 改 良 区
理 事 長  大 電 崇

*工 事 による白樺線 の走行 について *

日頃より当土地改良区の運営並びに維持管理に、ご協力を賜り厚<お礼
申し上|ザ ます。
この度、当土地改良区が施行する防衛省予算 障害防止対策事業iこ おい

て、下記のとおり工事を実施する事となりました。
漁川第2頭首工は、恵庭市 牧尋|こ ある恵庭土地改良区が管理を行って
いる農業用かんがい取水施設であlj、 昭和 34～ 36年に造成されたもの
で、築造後 60年以上経過し施設、⊃老朽化が著しく、営農に支障を来す恐
れがあるため、農業経営安定の目

=つ
のため、改築工事を行う計画でありま■ト

ソ ●

今年度も頭首工の本体工事_6軒 目に着手する事となりました。
つきましては、頭首工改築工事、う完工まで数ヶ年要しますことから、工

事期間中の自樺線において工事車両が走行 し、何かとご迷惑をお掛 |すする
事と存じますが、交通安全等に十分配慮し、地域住民の方々のご迷惑にな
らぬよう工事を円滑に遂行する所存でありますので、皆様のご理解 こご協
力をお願い申し上げます。

記

事   名  令和7年度 珪=防止対策事業 漁川第2頭首工 6期工喜

2. 事  拝  所   恵庭市 牧塀

3.契 約 工 事 期 間  令和7年 7月 30日 令 和 8年 7月 30日

予 定 作 業 期 間  令 和 7年 9月 1日 令 和 8年 7月 30日

4.施 工 業 者

1

5.発   注   者

恵庭市本目生町4丁 目6番30号
玉川・五楊 特定共同企業体
0123-33-1133

中村 広介
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恵庭市島松仲町2丁 目9番 12号

恵庭土地改良区 技術部 施設管理課

0123-36-841l         Fノ ヘX 0123-36-8413
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1.工 事計 画

漁 川 第 2頭 首工 改 築計画
恵 庭 土 地 改 良 区

令和 1年 度   場外 工事 用道路整備_整備済

令和 2～ 4年 度  本体 工事 (右 岸) 1～ 3期 _施 工済

令和 5年 度   本体 工事 (左 岸)  4期 _施 工済

令和 8年 度   新頭 首工取水開始

令和 9年 度   工事完 了

このほか新頭 首工 と高速道路間の河川工事 を千歳 川河川事務所 で計画 (時 期未定 )

概 略 工事 工 程 表

ヽ

工種 場所 内容
Rl年度 R2年度 R51 R6年 度 R9生 :度

10 10 10 10 10 10 10 10 10

工事準備 右岸 工事用道路

改築工事 右岸 仮締切工事

工運用輩=

既 設撤去

右岸 仮締切工事

河川整備 頭首工～高速道路
(河 川整信二菫 =奪好未定}

令和 6年 度   陸上工事_5期 目 ※施工中
(左 岸 側 ,

Ё
匂7年 度   1日 施設撤

R3 F度 R4 F度

|   |

左岸 工事用道路

)―

仮締切工事

左岸 仮締切工事
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←よ 知 らせ

この度、恵庭市土地改良区発注の『令和7年度 障害防止対策事業 漁川第2頭首工 6期工事』の

施工を開始するにあたり関係各位の皆様にお願いとご協力をお願い申し上げます。

当工事は、「安全第一による施工・品質確保による施工 」を基本方針として取りくむものと致しますが

工事期間を通じ関係各位との連絡及び打ち合わせを図りながら施工し、期間内早期完了を目指します。

ご迷惑をおかけしますが、何卒工事におけるご理解とご協力の程 よろしくお願い致しますc

令和7年度 障害防止対策事業 漁川第2頭首工 6期工事

令和7年7月 30日 ～令8年 7月 30日

恵庭土地改良区

玉川・五暢特定共同企業体

住 所  恵庭市相生町4丁 目6番30号
te1 01 23-33-1133

工事責任者
閉玉川組 中村 広介
携帯電言舌 090-9084-9633

現場事 務所   0123-29-6305

工事内容 本工事は 漁川第2頭首工改築工事です。

令和7年8月 11日 現在の漁川第2頭首エ

工
　
工
　
発
　
施

事
　
　
　
注
　
工

名

期

者

者



「とお願 い

工事に伴い 大型重機及び資機材運搬車が稼働致
しますので大変ご迷惑をおかけしますがご協力よろ
しくお願い致します。

工 事 期 間 令和7年9月 上旬～令和8年6月 下旬
時 間 8:00～ 17:00

完成予想図

現場事務所及び大型車運搬経路
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現場事務所設置箇所
電話 0123-29-6305
白棒町1丁 目15-5

施工箇所
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